
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑務所等の矯正施設の中には、必要とする福祉サービスを受けられずに

社会に出所する高齢者や障がい者が数多くいます。私たちは、保護観察所

と協働して、福祉の支援が必要な方々を、出所後直ちに福祉サービス等の

利用ができるよう調整し、地域の中で安心して生活ができるよう支援をし

ています。 

平成 21 年度より各都道府県に設置が始まり、現在では全国 47 都道府

県に 1 ヶ所ずつ（北海道は 2 ヶ所）センターが配置されました。 

 

 

 

 

全定協は、罪に問われた高齢・障がい者を受入れる福祉施設や、行

政・医療・司法機関との連携を促進すると同時に、支援する側のスキル

アップのために、全国的に啓発・研修活動を展開しています。また、全

国の『地域生活定着支援センター』や関係機関と連携し、調査・研究を

行い、厚生労働省や法務省の担当部門へ 

問題提起し、より良い支援を制度的に 

強化するための提言を行っています。 
 

 
 
 
 

 

～ 累犯高齢・障がい者の福祉的支援と 

   全国のセーフティネット構築を目指して ～ 

 

地域生活定着支援センターとは？ 

全国地域生活定着支援センター協議会（全定協）とは？ 



 
 

正会員の会費のみです。他の活動資金としては、毎年補助金申請を 

している状況です。今後より発展的な活動を行っていくためには、安定

した財政基盤を構成することが不可欠です。 

 
 
 

 
全定協が定着支援センターの支援活動を多方面からサポートし、全国

の標準的、統一的な支援の在り方の構築とスキルの底上げを図っていく

ことが目的です。 

 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

一般社団法人 全国地域生活定着支援センター協議会 
〒854-0001 長崎県諫早市福田町 357-1 
FAX 0957-24-1330 

          E-mail zenteikyo.jimu@gmail.com 

          ホームページ http://zenteikyo-jimu.jimdofree.com 

 

現在の活動資金は？ 

何のために募集してるの？ 

会 費 

団体・企業会員   年間一口 10,000 円 
（団体・企業の場合、会費は税金控除の対象です） 

 
個人会員      年間一口  3,000 円 

 
特別個人会員    年間一口  1,000 円 

組織概要 

別紙「入会申込書」にご記入の上、郵送または 

メールでご送付ください 

・講師の派遣 

・研修会への優先的ご案内 
・全国各ブロック研修講義の特別視聴 

・機関紙「ハシビロコウ通信」の送付 等 

入会方法 

特 典 


